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公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
公
文
書
館
条
例
（
条
例
第
七
号
） 

１ 

歴
史
資
料
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
公
文
書
そ
の
他
の
記
録
（
以
下

「
歴
史
的
文
書
」
と
い
う
。
）
を
収
集
し
、
保
存
し
、
及
び
利
用
に
供
し
、
並
び
に
こ
れ

に
関
連
す
る
調
査
研
究
を
行
う
等
の
た
め
、
佐
賀
県
公
文
書
館
（
以
下
「
公
文
書
館
」
と

い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
） 

２ 

公
文
書
館
は
、
佐
賀
市
に
置
く
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

３ 

知
事
は
、
歴
史
的
文
書
に
つ
い
て
、
展
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
積
極
的
に
一
般
の
利

用
に
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

４ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
文
化
及
び
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
施
策
の
推
進
体
制
の
強
化
を
図
る
た
め
の
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
八
号
） 

１ 

県
民
の
く
ら
し
の
豊
か
さ
及
び
地
域
の
持
続
的
な
発
展
に
不
可
欠
で
あ
る
文
化
及
び
ス

ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
、
学
校
や
教
育
の
枠
を
超
え
た
総
合
的
な
施
策
の
推
進
体
制
の
強
化
を

図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
次
に
掲
げ
る
教
育
に
関
す
る
事
務
の
全
て
を
知
事
が
管

理
し
、
及
び
執
行
す
る
等
の
た
め
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
事
務
の
所
管
に
関
す
る
条
例
の
ほ
か
八
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。 

 

(1) 

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
こ
と
（
学
校
に
お
け
る
体
育
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

 

(2) 

文
化
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

３ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
号
） 

１ 

次
に
掲
げ
る
教
育
に
関
す
る
事
務
の
全
て
を
知
事
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
等
の
た

め
、
知
事
の
事
務
部
局
の
職
員
を
増
員
す
る
と
と
も
に
、
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
職
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員
を
減
員
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

 

(1) 
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
こ
と
（
学
校
に
お
け
る
体
育
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

 

(2) 

文
化
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

２ 

警
察
職
員
の
う
ち
警
察
官
の
定
数
を
一
、
六
八
一
人
に
増
員
し
、
警
察
官
の
階
級
別
定

員
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
及
び
別
表
関
係
） 

３ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
号
） 

１ 

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
別
表
第
一
関
係
） 

２ 

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
申
請
の
手
数
料

及
び
そ
の
更
新
の
手
数
料
を
徴
し
な
い
こ
と
等
と
し
た
。
（
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
関

係
） 

３ 

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
い
、
運
転
経
歴
証
明
書
の
再
交
付
の
手
数
料
の
額

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
関
係
） 

４ 

道
路
交
通
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
自
動
車
免
許
に
係
る
試
験
等
の
手
数
料
の
額
を

改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
関
係
） 

５ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

６ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
５
の

一
部
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

７ 

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
号
） 

１ 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
改
正
に
伴
い
、
新
た
に
知
事
の
権
限
に
属
す
る
こ
と
と
な

っ
た
事
務
の
一
部
を
唐
津
市
等
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

２ 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
に
基
づ
く
事
務
の
一
部
を
嬉
野
市
及
び
有
田
町
が
処
理
す
る

こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 
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３ 

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
、
騒
音
規
制
法
、

悪
臭
防
止
法
、
振
動
規
制
法
、
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
、
農
地
法
、
工
場
立
地
法
、

土
地
区
画
整
理
法
、
駐
車
場
法
、
都
市
計
画
法
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑

化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
、
住
宅
地
区
改
良
法
、
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に

関
す
る
法
律
及
び
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
が
市

等
へ
権
限
移
譲
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関

係
） 

４ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

５ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
に

つ
い
て
は
同
年
六
月
一
日
か
ら
、
４
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

６ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
号
） 

１ 

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
〇
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
県
内
の
市
町
の
執
行
機

関
及
び
事
務
並
び
に
当
該
執
行
機
関
へ
の
提
供
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二

条
及
び
別
表
第
一
関
係
） 

２ 

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
〇
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
三
条
及
び
別
表
第
二
関
係
） 

３ 

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
〇
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
事
以
外
の
執
行
機
関

及
び
事
務
並
び
に
当
該
執
行
機
関
へ
の
提
供
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条

及
び
別
表
第
三
関
係
） 

４ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
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一
三
号
） 

１ 
国
等
に
対
し
、
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
物
品
を
譲
与
し
、
若
し
く
は
時
価
よ
り

も
低
い
価
額
で
譲
渡
し
、
又
は
無
償
若
し
く
は
時
価
よ
り
も
低
い
価
額
で
貸
し
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
公
立
学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
及
び
へ
き
、
、
地
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
一
四
号
） 

１ 

へ
き
地
学
校
、
へ
き
地
学
校
に
準
ず
る
学
校
及
び
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
の

指
定
を
人
事
委
員
会
規
則
で
行
う
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
指
定
の
基
準
は
、
へ
き
、
、
地
教
育

振
興
法
施
行
規
則
で
定
め
る
基
準
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
〇
条
及
び
第
一
二
条
関

係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
学
校
職
員
及
び
佐
賀
県
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
五
号
） 

１ 

県
立
学
校
職
員
の
定
数
を
三
、
二
八
八
人
に
増
員
し
、
及
び
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教

職
員
の
定
数
を
五
、
五
七
六
人
に
増
員
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
博
物
館
及
び
美
術
館
協
議
会
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
六

号
） 

１ 

次
に
掲
げ
る
協
議
会
の
委
員
の
任
命
の
基
準
は
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
の
関
係
者
、

家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
並
び
に
学
識
経
験
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
と

す
る
た
め
、
佐
賀
県
博
物
館
及
び
美
術
館
協
議
会
条
例
ほ
か
三
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改

正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

 

(1) 

佐
賀
県
博
物
館
及
び
美
術
館
協
議
会 

 

(2) 

佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
協
議
会 
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(3) 

佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
協
議
会 

 

(4) 
佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
協
議
会 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
図
書
館
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
七
号
） 

１ 

佐
賀
県
立
図
書
館
協
議
会
の
委
員
の
任
命
の
基
準
は
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
の
関

係
者
、
家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
並
び
に
学
識
経
験
の
あ
る
者
で
あ
る

こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
八
号
） 

１ 

佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
の
外
御
書
院
及
び
御
座
間
・
堪
忍
所
を
使
用
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
施
設
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
六
条
及
び

別
表
第
一
関
係
） 

２ 

佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
の
外
御
書
院
及
び
御
座
間
・
堪
忍
所
を
使
用
す
る
場
合

に
当
該
施
設
の
附
属
設
備
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
附
属
設
備
使
用
料
を
納
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
条
及
び
別
表
第
二
関
係
） 

３ 

使
用
料
の
納
付
時
期
及
び
減
免
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
八
条
及
び
第
九

条
関
係
） 

４ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

５ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
九
号
） 

１ 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
に
係
る
申
請
書
等
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
軽
微
な

不
備
は
、
客
観
的
に
明
白
な
誤
記
、
誤
植
又
は
脱
字
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
の
同

一
性
を
失
わ
な
い
範
囲
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 
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２ 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
社
員
総
会
の
議
事
録
を
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

３ 

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
申
請
書
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
の
二
関
係
） 

４ 

運
営
組
織
及
び
事
業
活
動
が
適
正
で
あ
っ
て
公
益
の
増
進
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
制
度
に
関
し
、
当
該
認
定
に
係
る
申
請
書
等
に
つ
い
て
定
め

る
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
条
〜
第
九
条
関
係
） 

５ 

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
初
め

の
三
月
以
内
に
役
員
報
酬
規
程
等
の
提
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
〇
条
関
係
） 

６ 

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
役
員
報
酬
規
程
等
の
閲
覧
又
は
謄
写
に

つ
い
て
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
事
業
報
告
書
等
の
閲
覧
又
は
謄
写

に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
一
条
関
係
） 

７ 

新
た
に
設
立
さ
れ
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
う
ち
、
そ
の
運
営
組
織
及
び
事
業
活
動

が
適
正
で
あ
っ
て
特
定
非
営
利
活
動
の
健
全
な
発
展
の
基
盤
を
有
し
公
益
の
増
進
に
資
す

る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
の
仮
認
定
制
度
に
関
し
、
当
該
仮
認
定
に
係
る
申
請
書
等
に
つ
い

て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
二
条
及
び
第
一
三
条
関
係
） 

８ 

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
な
い
特
定
非
営
利
活
動

法
人
と
合
併
を
す
る
場
合
等
に
、
当
該
合
併
に
係
る
認
定
を
受
け
る
た
め
に
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
請
書
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
四
条
関
係
） 

９ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

10 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
９
の

一
部
に
つ
い
て
は
、
同
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
条
例
二
〇
号
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
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（
第
一
条
関
係
） 

２ 
児
童
福
祉
法
第
四
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
備

及
び
運
営
に
つ
い
て
の
基
準
（
以
下
「
県
基
準
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
保
育
所
に
係
る
も

の
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

 

(1) 

食
育
の
推
進
に
関
す
る
基
準 

 

(2) 

職
員
及
び
乳
幼
児
に
対
す
る
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
基
準 

 

(3) 

乳
児
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
に
お
け
る
保
健
師
又
は
看
護
師
の
配
置
に
関
す
る
基

準 

 

(4) 

障
害
の
あ
る
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
の
実
施
に
関
す
る
基
準 

 

(5) 

調
理
従
事
者
等
に
対
す
る
検
便
の
実
施
に
関
す
る
基
準 

３ 

２
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
育
所
に
係
る
県
基
準
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
基
準
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
乳
児
四
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
に
あ
っ
て
は
、
保
健
師
又
は
看
護
師
を
、

一
人
に
限
っ
て
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

４ 

知
事
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
保
育
所
の
利
用

者
等
に
対
し
、
保
育
所
に
係
る
情
報
を
周
知
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

５ 

県
基
準
の
う
ち
児
童
厚
生
施
設
に
係
る
も
の
と
し
て
、
児
童
館
等
に
設
け
る
べ
き
場
所

等
及
び
そ
の
設
置
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
） 

６ 

５
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
厚
生
施
設
に
係
る
県
基
準
は
、
省
令
で
定
め
る
基
準

と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
） 

７ 

手
数
料
の
徴
収
、
減
免
及
び
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
〜
第
七

条
関
係
） 

８ 

そ
の
他
所
要
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

９ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

10 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 



8 

11 

佐
賀
県
手
数
料
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
に
お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
二
一
号
） 

１ 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

の
改
正
に
伴
い
、
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
認
定
要
件
を
定

め
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

 

(1) 

保
健
師
又
は
看
護
師
の
配
置 

 

(2) 

障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
保
育
を
行
う
際
の
配
慮 

 

(3) 

子
ど
も
及
び
職
員
に
対
す
る
環
境
教
育
の
実
施 

 

(4) 

調
理
従
事
者
等
に
対
す
る
検
便
の
実
施 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
二
号
） 

１ 

市
町
及
び
そ
の
他
の
公
共
団
体
が
、
知
事
に
協
議
し
て
、
公
園
事
業
の
一
部
を
執
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
〇
条
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
環
境
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
三

号
） 

１ 

市
町
が
、
知
事
に
協
議
し
て
、
県
自
然
環
境
保
全
地
域
に
関
す
る
保
全
事
業
の
一
部
を

執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
九
条
関
係
） 

２ 

国
の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
、
知
事
に
協
議
し
て
、
県
自
然
環
境
保
全
地
域
の
特

別
地
区
内
に
お
い
て
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ

と
等
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
六
九
条
関
係
） 

３ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

４ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
改
修
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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（
条
例
第
二
四
号
） 

１ 
佐
賀
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
改
修
等
臨
時
特
例
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
こ
と

と
し
た
。
（
附
則
第
二
項
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
五
号
） 

１ 

平
成
二
四
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の

算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
一
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
を
零
と
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
四
項
関
係)

 

２ 

平
成
二
四
年
度
に
限
り
、
条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
政
令
附
則
第
三
条

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
佐
賀
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
の
一
部
を
処
分
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
五
項
関
係
） 

３ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第

二
六
号
） 

１ 

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
同
法
の
引
用
条
項
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条

関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
障
害
児
通
所
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例
（
条
例
第
二
七
号
） 

１ 

児
童
福
祉
法
第
五
六
条
の
五
の
五
第
一
項
の
審
査
請
求
の
事
件
を
取
り
扱
わ
せ
る
た
め
、

佐
賀
県
障
害
児
通
所
給
付
費
等
不
服
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ

と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
） 

２ 

審
査
会
の
委
員
の
定
数
は
、
一
〇
人
以
内
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

３ 

審
査
会
の
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
査
会
を
代
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条

関
係
） 

４ 

合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
の
定
数
は
、
五
人
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
） 
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５ 

審
査
会
の
庶
務
は
、
健
康
福
祉
本
部
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
関

係
） 

６ 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
六
条
関
係
） 

７ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
九
千
部
学
園
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
八
号
） 

１ 

障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を

見
直
す
ま
で
の
間
に
お
い
て
障
害
者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
佐
賀
県
立
九
千
部
学
園
条
例
ほ
か
四
条

例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
九
号
） 

１ 

佐
賀
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
委
員
及
び
専
門
委
員
の
資
格
に
つ
い
て
見
直
す
こ

と
と
し
た
。
（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
） 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
障
害
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
三
年
法
律
第
九
〇

号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
道
路
占
用
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
〇
号
） 

１ 

占
用
料
等
の
額
を
改
定
す
る
た
め
、
佐
賀
県
道
路
占
用
料
条
例
ほ
か
七
条
例
を
改
正
す

る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
〜
第
八
条
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

３ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
屋
外
広
告
物
条
例
及
び
佐
賀
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
一
号
） 

１ 

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
三
年
法
律
第
六
一
号
）
が
公
布
さ
れ
た
こ
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と
に
伴
い
、
関
係
条
例
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 

(1) 
佐
賀
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

屋
外
広
告
業
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
未
成
年
者
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る

場
合
に
つ
い
て
、
当
該
登
録
の
拒
否
に
係
る
要
件
を
定
め
る
こ
と
等
と
し
た
。 

 

(2) 

佐
賀
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関

係
） 

 
 

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
未
成
年
者
の
法
定
代
理
人
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
当
該
登
録
の
拒
否
に
係
る
要
件
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
条
例
第
三
二

号
） 

１ 

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
係
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

政
令
の
改
正
に
伴
い
、
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す

る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

３ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
三
号
） 

１ 

公
営
住
宅
法
の
改
正
に
伴
い
、
入
居
者
の
資
格
と
し
て
同
居
親
族
を
不
要
と
す
る
者
に

つ
い
て
規
則
で
定
め
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 


